
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  物納許可後の固定資産税の減免 

Ｑ：先日、昨年亡くなった父の相続税を納

付しましたが、全額を金銭で納付することが

できなかったので、土地を物納しました。と

ころで、物納した財産に係る固定資産税は減

免されると聞いたのですが、どのようにすれ

ばいいのでしょうか？  

  

Ａ：「固定資産税減免申請書」を提出する

ことにより、申請日後に納期限の到来する固

定資産税を免除する取扱いをしている市町村

もありますので問い合わせしてみてください。 

【解説】 

 固定資産税は、原則として、その年１月１

日現在の固定資産の所有者に対して課されま

す。したがって、年の途中で物納の許可がさ

れた場合でも、その許可された財産に係るそ

の年１年間の固定資産税は、物納前の所有者

が負担することとなります。 

 しかし、市町村によっては、「固定資産税

減免申請書」を提出することにより、申請日

後に納期限の到来する税額を免除する取扱い

をしているところもありますので問い合わせ

してみるとよいでしょう。なお、この申請書

には、物納許可通知書の写しや､物納財産の登

記簿謄本等一定の書類の添付が必要です。 

 なお、この特例はあくまで納税者の申請に

基づき適用されるものですので、忘れずに行

わなければなりません。また、一括して前納

した固定資産税を還付するような取扱いはあ

りませんので、物納する場合は、固定資産税

は分割納付しておく方がよいでしょう。 

 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００４年）平成１６年  金曜日  月７  ２ 日 ３

発行所 株式会社 
大阪市中央区平野町３－１－１０  
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

２ ５ ８ ７  

 

号 


